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専修学校の専門課程における 

外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定等について 

 

 このたび、令和５年度における「専修学校の専門課程における外国人留学生

キャリア形成促進プログラム」の認定について、令和６年３月２９日付けで行

いました。（別添１参照。） また、文部科学省のホームページにおいても、認

定課程の一覧を公示いたします。 

この公示内容は、今後の名称変更等の届出にあたって添付すべき必要書類と

なることから、当該公示内容を当該専修学校において確実に保管していただく

よう周知願います。近日中に文部科学省ホームページに一覧表を掲載いたしま

すので、適宜御活用ください。 

 また、本制度は「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であること

から、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以

降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとしま

す。（例：令和５年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和６年

度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象

として認められます。） 

ついては、所管又は所轄の専門学校に対して周知をお願いいたします。 

 

 

別添１ 令和５年度外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定一覧 

 

 

＜参考＞ 
文部科学省ホームページ  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1412546_00015.htm 
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